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平成２４年２月１５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２３年（行ケ）第１０３５５号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年２月１日 

            判    決 

          原 告         X 

          被 告   特 許 庁 長 官 

          同 指 定 代 理 人   末 武 久 佳   

                      石 田  清 

                      板 谷 玲 子          

            主    文 

       原告の請求を棄却する。 

       訴訟費用は原告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

 特許庁が不服２０１０－１６１６４号事件について平成２３年９月２６日にした

審決を取り消す。  

第２ 事案の概要 

 本件は，原告が，下記１の商標登録出願に対する下記２のとおりの手続において，

原告の拒絶査定不服審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙

審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４のと

おりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。 

 １ 本願商標（甲１，３０，乙１の１） 

 商標登録出願日：平成２１年７月７日 

 出願番号：商願２００９－５４７４０ 

 商標の構成：「超ミネラル」（標準文字） 

指定商品又は指定役務：第５類「滋養強壮変質剤」，第３２類「清涼飲料」，第
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４４類「医業，医療情報の提供，栄養の指導」 

 ２ 特許庁における手続の経緯 

 (1) 拒絶査定及び審判請求 

 拒絶査定日：平成２２年４月９日 

 審判請求日：平成２２年７月１日（不服２０１０－１６１６４号事件） 

 (2) 本件審決 

 審決日：平成２３年９月２６日 

 審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。 

 審決謄本送達日：平成２３年１０月１６日 

 ３ 本件審決の理由の要旨 

 本件審判の理由は，要するに，本願商標は，商標法３条１項３号及び４条１項１

６号に該当し，拒絶すべきである，というものである。 

 ４ 取消事由 

 (1) 本願商標が商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り（取消事由１） 

 (2) 本願商標が商標法４条１項１６号に該当するとした判断の誤り（取消事由

２） 

第３ 当事者の主張 

 １ 取消事由１（本願商標が商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り）

について 

〔原告の主張〕 

 超自然，超能力等の「超」を接頭語とする用語は，その特性の延長に更に極端に

特性が現れていることを表記している。 

 しかし，超ミネラルは，単に従来のミネラルの特性が更に程度を越えていること

を示しているのではなく，ミネラルの従来の特性に新たに誰も全く予想しなかった

薬効という特性を追加したものである。すなわち，超ミネラルは，ミネラルの特性

である電解質等の特性の延長には直接存在しない，ガンや糖尿病を治すという「医
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学的な薬効」についての特性を追加したものである。超ミネラルという造語は，新

しい特性を見出した原告にしか命名できなかったものである。 

 また，本件審決は，原告と関係を有しない多数の事業者が本願商標を使用してい

ると認定しているが，原告が知るところでは，これらの事業者は，超ミネラルの薬

効を原告との直接，間接の関係から知った者である。 

〔被告の主張〕 

本願商標の構成中の「超」の漢字は，「程度一杯をさらに超える意を表す」等の

意味を有する語として一般に広く知られている平易な語であり，「ミネラル」の片

仮名も，「栄養素として生理作用に必要な無機物」等の意味を有する語として一般

に広く知られている平易な語であるから，「超ミネラル」の文字は，それ自体とし

ては辞書等に掲載されていないとしても，これを構成する「超」と「ミネラル」の

各単語の語義から，「普通をはるかに超えたミネラル」程の意味合いを有する複合

語として容易に認識される。 

 そうすると，本願商標は，指定商品中の第３２類「ミネラルを含む清涼飲料，ミ

ネラルウォーター」に使用した場合，これに接する取引者，需要者が「普通をはる

かに超えた（豊富な）ミネラル」の意味合いを容易に認識，把握するとみるのが自

然であるから，商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商

標というべきであり，自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないもので

ある。 

 したがって，本願商標は，商標法３条１項３号に該当する。 

 ２ 取消事由２（本願商標が商標法４条１項１６号に該当するとした判断の誤り）

について 

〔原告の主張〕 

本件審決は，ミネラルを含まない清涼飲料に本願商標を使用すると公益性に抵触

すると判断している。 

しかし，超ミネラルを他の清涼飲料と明白に区別し，商品の品質の誤認を避ける
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ためには，本願商標の商標登録が必要である。また，本願商標を構成する「超」と

いう接頭語が，特性の延長に更に極端に特性が現れていることとして使われている

なら公益性に抵触するが，本願商標では，別に薬効を追加した特殊なミネラル水と

しての特徴・特性を意味するものとして使われているから，公益性に抵触するもの

ではない。 

〔被告の主張〕 

 本願商標に接する取引者，需要者は，本願商標を「普通をはるかに超えた（豊富

な）ミネラル」との意味合いで商品の品質を表示したものと認識，理解するのが通

常であるから，本願商標は，その指定商品中の「ミネラルを含まない清涼飲料」に

使用した場合，その取引者，需要者が，あたかもこれらの商品が「ミネラルを含む

清涼飲料」であるかのように，商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。 

 したがって，本願商標は，商標法４条１項１６号に該当する。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 取消事由１（本願商標が商標法３条１項３号に該当するとした判断の誤り）

について 

(1) 前記第２の１のとおり，本願商標は，「超ミネラル」の文字を標準文字で表

してなり，その指定商品は，第５類「滋養強壮変質剤」及び第３２類「清涼飲料」

であり，その指定役務は，第４４類「医業，医療情報の提供，栄養の指導」である。 

(2) 本願商標の指定商品である清涼飲料は，ミネラルウォーターを含むものであ

るところ（甲７，乙１３，１４），本願商標を構成する「超」の文字は，「程度一

杯をさらに超える意を表す。」ものであり（広辞苑第６版・平成２０年１月１１日

発行，甲６），「ミネラル」の文字は，「栄養素として生理作用に必要な無機物。」

を表すものであるから（同上），本願商標は，その指定商品中のミネラルウォータ

ーに用いられた場合，「通常の程度をさらに超える無機物である」という商品の品

質を普通に用いられる方法で表示する標章であるということができる。 

 (3) 小括 
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したがって，本願商標は，原告の主張について進んで検討するまでもなく，商標

法３条１項３号に該当することが明らかといわなければならない。 

 ２ 取消事由２（本願商標が商標法４条１項１６号に該当するとした判断の誤り）

について 

 (1) 前記１のとおり，本願商標を構成する「超ミネラル」の文字は，「通常の程

度をさらに超える無機物」との意味合いを持つものであるから，本願商標がその指

定商品中の「ミネラルを含まない清涼飲料」に用いられた場合，商品の品質につい

て誤認を生じるおそれがあるといえる。 

(2) これに対し，原告は，本願商標は別に薬効を追加した特殊なミネラル水とし

ての特徴・特性を意味するものとして使われているから，公益性に抵触するもので

はないと主張する。 

しかし，本願商標が原告の主張するような特徴・特性を意味するものとは到底解

されない上に，上記指定商品の取引者，需要者が，本願商標について，薬効を備え

た特殊なミネラル水を示す表示であると認識すると認めるに足りる証拠はなく，通

常は，商品の品質を示す表示として認識するものというべきであるから，商品の品

質について誤認を生ずるおそれがあることは明らかであり，原告の主張は採用でき

ない。 

 (3) したがって，本願商標は，商標法４条１項１６号に該当する。 

 ３ 結論 

 以上の次第であるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，原告の請求

は棄却されるべきものである。 

    知的財産高等裁判所第４部 

 

         裁判長裁判官     滝   澤   孝   臣 
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            裁判官     髙   部   眞 規 子 

 

 

            裁判官     齋   藤       巌 

 


